
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２５日（月）２学期始業式（短縮４時間給食あり 12:55下校） 

      交通安全指導「子どもの安全見守り隊」（～27日） 

      一般教育実習開始（～9月20日） 

２６日（火）長期休業明け調整期間（通常4時間給食あり 13:20下校） 

２７日（水）長期休業明け調整期間（通常4時間給食あり 13:20下校） 

２８日（木）長期休業明け調整期間（通常4時間給食あり 13:20下校） 

  ４年生校外学習リンゴ学習シール貼り（3・4校時） 

２９日（金）長期休業明け調整期間（通常4時間給食あり 13:20下校） 

３０日（土）土曜参観日（短縮４時間給食なし） 

 

９月１日（月）土曜参観振替休日 

令 和 ７ 年 ７ 月 ２ ５ 日 

学  校  だ  よ  り 

第 ６ 号 

札幌市立美園小学校 

 美園小学校ホームページ http://www.misono-e.sapporo-c.ed.jp/ ぜひこちらもご覧ください！ 

◆夏休み中の生活 「もっと」チャレンジ！◆ 

１．規則正しい生活 
 夏休みは、子どもが学校を離れ、家庭や地域での生活を通し

て自分を見つめ直し、自ら生活を創造していくよい機会です。

長期休業ならではの取組を行えるとよいでしょう。 

   ⓵子ども一人一人が適した生活を送れるような工夫を  

  ⓶継続した運動などで健康な体づくりを 

   ⓷家庭や地域での多様な生活体験・活動体験から、豊かな人

間性の伸長を 

２．これまでの学習の再確認 
進級して４か月。子どもたちはたくさんのことを学んできま

した。長期休業の機会を有効活用し、苦手克服と興味探究の機

会にできるとよいでしょう。 

  ⓵漢字や計算など、基礎基本となる学習の不安を取り除ける

よう堅実な努力を 

   ⓶学習の発展内容や気になる話題などについて、調べ、まと

めるなど、興味を学習の原動力に 

どちらもChromebookの活用が効果的です！ 

３．生命の尊さの確認と事故防止 
  事故から子どもを守るためには、一人一人に生命を尊重する

心と危険を予知する能力を育むことが大切です。                            

  ⓵川遊び、海水浴、キャンプ等での安全意識の醸成を 

また、ルールやマナーを自ら守る意識の伸長を 

   ⓶不審者などに対する適切な対処の仕方の再確認を 

⓷パソコンやスマートフォン等の扱い方の約束を明確に 

特にＳＮＳについては親子で共有できるような仕組みを 

 

「まほうのかいわ」や「学校と家庭で育む子どもの生活習

慣」を御参照いただき、御家庭での声掛けをお願いいたしま

す。 

◆夏季休業期間の連絡◆ 
次のようなときは、電話にて速やかに学校への連絡を

お願いします。 

◇急な転校 ◇緊急の事態（事故等の連絡） 

TEL ８１１－９５５８ ≪平日≫８：３０～１６：３０ 

 
◆夏季休校日について◆ 

札幌市教育委員会では、夏休み期間中に「夏季休

校日」を設定しております。本校では、８月１２日

（火）～１５日（金）の４日間を夏季休校日といた

します。夏季休業日期間の土日、祝日に加え、この

４日間は、電話による対応はできませんので、御了

承ください。 

 

 ◆２学期始業式について◆ 
８月２５日（月） 登校８：１５～８：３０    

短縮４時間授業・給食あり 下校１２：５５ 
持ち物：上靴・夏のトライ（市販教材）・タブレット端末 

教科書・ノート・筆記用具 など 

※持ち物は学年で異なりますので、学年だよりを御参照

ください。 

充実した長期休業を 
 連日の暑い日を乗り越え、本日、子どもたちは１学期
終業式を迎えました。新しいクラスでの日々の学習や 1
学期最大の行事である運動会を経て、心も頭も体も、大
きく成長した美園っ子です。明日からの夏季休業も有意
義に過ごしてくれると期待しています。右に、夏休み中
の過ごし方について、御家庭で確認していただきたい点
をまとめました。お子さんと一緒に御覧ください。 
 ２学期のスタートは８月２５日（月）です。より一層たくま
しくなったみそのっ子４３４人が元気に登校することを楽
しみにしています。 

◆体罰・性被害相談窓口（札幌市教育委員会）の御案内◆ 
札幌市教育委員会では、教育現場における子どもの性

被害の根絶に向けた取り組みの一環として、体罰や性被
害に関する相談を受け付ける「体罰・性被害相談窓口」を
設置しています。 
この窓口では、児童生徒の皆さんや保護者の方々から

のご相談を、丁寧にお伺いし、必要な支援につなげてまい
ります。ひとりで悩まず、ご相談ください。 
■相談方法 
電話またはメールでご相談いただけます。 
電話番号：272-6034 
メールアドレス taibatsu.seihigai@city.sapporo.jp 
■開設時間 
電話対応： 平日 10:15～16:45（ ※土日・祝日・年末年始を除く） 
メール相談：24 時間受付（ ※対応は開設時間内） 

http://www.misono-e.sapporo-c.ed.jp/

